
建設業許可申請等の確認資料

変更届出書

★標識は新規許可申請及び許可換え新規申請の場合不要(新設営業所は必要)

◎は必ず提出、△は必要に応じて提出

□ 営業所所在地付近の案内図 ◎ ○ ◎ ◎

□ 営業所の全景がわかるもの
□ 営業所の看板及び入り口が一緒に写っているもの
□ 執務室内の状況が確認できるもの（電話、机、什器備品等）
□ 建設業法第４０条に規定する標識（★）
□ 営業所がビル内にある場合には、フロア案内等

□ 自社所有の場合、建物の登記簿謄本又は固定資産物件証明書等

□ 住民票の写し又は運転免許証等現住所が確認できる公的書類 ◎ ◎ ◎

□ 現住所の賃貸借契約書の写し又は公共料金等の領収書の写し △ △ △

□ 法人の役員：登記簿謄本、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本(必要期間分）
（更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がなければ提出不要）

□ 令３条使用人：建設業許可申請書又は変更届出書等の写し(必要期間分・受付印押印のもの）

□ 工事請負契約書、工事請書、発注書、請求書等の写し(期間通年分)

□ 建設業許可業者の法人役員をしていた場合、許可通知書の写し(必要期間分)
□ 令３条使用人：建設業許可申請書又は変更届出書等の写し(必要期間分・受付印押印のもの）

□ 住民票の写し又は運転免許証等現住所が確認できる公的書類 ◎ ○ □ ◎ ◎

□ 現住所の賃貸借契約書の写し又は公共料金等の領収書の写し △ △ △ △ △

□ 証明者の変更届出書（決算報告）の表紙及び工事経歴書の写し（必要期間分・受付印押印のもの）
□ 証明者が無許可の場合、工事請負契約書、工事請書、発注書、請求書等の写し(期間通年分)
□ 監理技術者資格者証（原本提示）

□ 住民票の写し又は運転免許証等現住所が確認できる公的書類 ◎ ○ □ ◎

□ 現住所の賃貸借契約書の写し又は公共料金等の領収書の写し △ △ △ △

□ 委任状又は辞令の写し

□ 申請時直前の保険料領収証書又は納入証明書

□ 申請時直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び領収済通知書
□ 申請時直前の雇用保険料納入証明書

◎

□は営業所の所在地変更に伴って、専任技術者・令3条使用人に変更があった場合に必要

（健康保険、厚生年金保険の加入証明）

（雇用保険の加入証明として次のいずれか）

◎

◎

◎

◎

1．常勤性の証明

◎ ○ ◎□

2．権限の証明

本人に代表権がない場合、請負契約の見積、入札、契約締結に関する権限が与えられていることが確
認できるもの

□

➃
令
３
条
使
用
人

(居所が住民票の住所と異なる場合)

□
健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書の写し（直近のもの）、健康保険組合が発行する
「健康保険被保険者資格加入証明書」、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し（直
近のもの）等いずれか1つ

◎ □

(技術者の資格が実務経験の場合、経過期間の証明として次のいずれか)

□
健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書の写し（直近のもの）、健康保険組合が発行する
「健康保険被保険者資格加入証明書」、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し（直
近のもの）等いずれか1つ

(実務経験証明期間の常勤確認資料)

1．常勤性の証明

◎ ◎

2．経験の証明

◎ ○ □

専任技術者

追
加
・
担
当
業
種
変
更

所
属
営
業
所
変
更

○は当該申請により業種を追加する営業所及び追加される業種を担当する技術者に係るもの

1．存在の証明

2．所有の証明

◎ ○ ◎ ◎

（営業所の写真、下記全て、営業所名、撮影年月日を明記する）

※「更新」の場合で、経営業務管理責任者・専任技術者・令3条使用人に変更がない場合は、経験の証明は
提出不要

◎

①
主
た
る
・
従
た
る
営
業
所

(居所が住民票の住所と異なる場合)

(経営管理業務経験を証明する資料)

(法第７条第１号イ又はロの期間証明として次のいずれか又は組合せ）

変更届出書（決算報告）の表紙及び直前3年の各事業年度における工事施工金額【様式第3号】の写し
（必要期間分・受付印押印のもの）

□

個人事業主の場合、確定申告書(必要期間分・受付印押印のもの）又は市町村の発行する営業証明書
（必要期間分）

□

(居所が住民票の住所と異なる場合)

□
健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書の写し（直近のもの）、健康保険組合が発行する
「健康保険被保険者資格加入証明書」、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し（直
近のもの）等いずれか1つ

□

営
業
所
の
新
設

◎

営
業
所
の
所
在
地
変
更

◎ ◎ ◎

1．常勤性の証明

2．経験の証明

②
経
営
業
務
の
管
理
責
任
者

健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書の写し（直近のもの）、健康保険組合が発行する
「健康保険被保険者資格加入証明書」、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し（直
近のもの）等いずれか1つ

□

◎

⑤
保
険
加
入

③
営
業
所
専
任
技
術
者 ◎ ○

令
３
条
使
用
人
の
変
更

申請・届出に際し提出が必要な確認資料チェックリスト

◎ ◎ ◎

申請・届出の区分
申請
新
規
・
許
可
替
え
新
規
・
※
更
新

般
特
新
規
・
業
種
追
加

経
管
者
の
変
更
・
追
加

◎

□ 賃貸の場合、賃貸借契約書の写し（賃貸借期間が自動継続等で確認できない場合には、直近３ヶ月分
の賃貸料支払いが確認できるものも合わせて提出）

◎ ◎

◎ ○

わたなべ行政書士事務所


